
■死亡時の手続き一覧表

●死亡時に全員が必要な手続き
手続き項目 届出人 手続き時期 必要なもの 備　　考 手続き場所・問い合わせ先

死亡届

同居の親族、同居し
ていない親族、同居
者、家主、地主、家屋
管理人、土地管理
人、後見人、保佐人、
補助人及び任意後見
人となり、該当の人が
署名

死亡の事
実を知った
日から７日
以内

・医師による死亡診断
書または検案書がつ
いている死亡届出書
・届出人の印鑑

届出をすると
火葬認可証を
発行。
火葬・納骨の
際はこの認可
証が必要。

市民国保課
（第１庁舎２階）

０９２－９４２－１１２３

●その他必要な手続き
手続き項目 対　象　者 手続き時期 必要なもの 備　　考 手続き場所・問い合わせ先

・水道（下水道）
変更届

・認定水変更届
（人数変更）

使用者変更がある
場合の使用者、認
定水使用の使用者

死亡届提
出後すぐ

口座登録が
ある場合、口
座の変更も伴

います。

水道課給水係
（水道課別棟）

０９２－９４２－１１２９

下水道課管理係
（第２庁舎２階）

０９２－９４２－１１１８

・同居者異動
・明渡し手続き

市営住宅入居者
死亡届提
出後すぐ

・同居者異動届（死
亡）
・市営住宅明渡し届

財政課管財係
（第１庁舎３階）

０９２－９４２－１１６８

納税管理人
設定届

固定資産を所有す
る人の相続人代表
者

死亡届提
出後すぐ

納税管理人設定届
または
相続人代表者指定
届

※口座による納税
希望の場合は、通
帳と印鑑

・名義人変
更は法務局
（登記所）で
の手続きが
別途必要で
す。詳細は
法務局にお
尋ね下さ
い。

市税課資産税係
（第１庁舎２階）

０９２－９４２－１１２５

国民健康保険

死亡時に国民健康
保険に加入してい
た人の親族等で葬
祭を行った人

死亡届提
出後すぐ

・死亡者の国民健康
保険被保険者証
・葬儀を行った人の印
鑑
・葬儀を行った人の口
座番号

死亡者が「高
齢受給者証」
を持っていた
ときは一緒に
持参してくだ
さい。

市民国保課国保係
（第１庁舎２階）

０９２－９４２－１１９３

乳幼児・子ども医
療

重度障害者医療
ひとり親家庭等医

療

受給者の親族
死亡届出
後すぐ

・印鑑
・死亡者の医療証

市民国保課年金・医療係
（第１庁舎２階）

０９２－９４２－１１１１
（内線２１２）

 後期高齢者医
療

・葬祭費支給申請
・相続人代表者指定
届

被保険者の葬儀を
行った人（喪主）

死亡届出
後すぐ

・死亡者の被保険者
証
・印鑑
・葬儀を行った人が確
認できる書類（会葬御
礼など）
・相続人代表者と死亡
者の続柄がわかる戸
籍
（死亡時に同一世帯
であれば不要）
・振込先の通帳
・委任状（喪主・相続
人代表者と振込先口
座名義人が異なる場
合）

市民国保課年金・医療係
（第１庁舎２階）

０９２－９４２－１１１１
（内線２１１）



手続き項目 届出人 手続き時期 必要なもの 備　　考 手続き場所・問い合わせ先

　　　国民年金

・年金受給権者死亡
届
　（受給者）
・未支給年金請求
　（受給者）
・死亡一時金請求
　（加入者）

死亡者と生計を同
じくしていた人

死亡後１
４日以内

・死亡者の年金証書
（年金加入者は年金
手帳）
・死亡者の住民票の
除票
・印鑑

※未支給年金請求・
死亡一時金請求の場
合は以下も必要
・請求者の世帯全員
の住民票
・請求者の戸籍謄本
（死亡者との続柄がわ
かるもの）
・振込先の通帳
・生計同一証明書（死
亡時に同一世帯であ
れば不要）
・委任状（代理人が手
続きする場合）

【厚生年金もある場
合】

東福岡年金事務所
（福岡市東区馬出３丁目

１２番３２号）
０９２－６５１－７１２９
０９２－６５１－７９６７

【国民年金のみの場合】
市民国保課年金・医療係

（第１庁舎２階）
０９２－９４２－１１１１

（内線２１３）

子ども手当

児童扶養手当
特別児童扶養手

当

扶養共済加入者
異動

加入者（保護者
等）、障害者

・印鑑
・死亡診断書
・住民票

特別障害者手当
障害児福祉手当
経過的福祉手当

手当受給者 ・印鑑

未支払金が
生じる場合、
未支払金支
給対象者の
通帳

自立支援医療
（更生医療）

自立支援医療（更
生医療）受給者証
を持っている人

・自立支援医療（更
生医療）受給者証

身体障害者手帳
身体障害者手帳を
持っている人

・身体障害者手帳
・印鑑

精神障害者保健
福祉手帳

精神障害者保健福
祉手帳を持ってい
る人

・精神障害者保健
福祉手帳

療育手帳
療育手帳を持って
いる人

・療育手帳
・印鑑

自立支援医療
（精神通院医療）

自立支援医療（精
神通院医療）受給
者証を持っている
人

・自立支援医療（精
神通院医療）受給
者証

死亡届提
出後すぐ

手当受給者、受給
対象児童

・印鑑

福祉課
障害者福祉係

（サンコスモ古賀）
０９２－９４２－１１５０

死亡届提
出後すぐ

子育て支援課
（サンコスモ古賀）

０９２－９４２－１１７２



手続き項目 届出人 手続き時期 必要なもの 備　　考 手続き場所・問い合わせ先

介護保険証の
返還

介護保険証を持っ
ている人

死亡届提
出後

・介護保険証

届出先
・介護支援
課（サンコス
モ古賀）
・市民国保
課

介護支援課
介護保険係

（サンコスモ古賀）
０９２－９４２－１１４４

犬の登録事項
変更

犬の所有者が死亡
し、新しく犬の登録
の所有者となる人

新しい所
有者が決
まった時

・犬鑑札
環境課環境整備係

（第２庁舎２階）
０９２－９４２－１１２７

印鑑登録証
の返還

印鑑登録証を持っ
ている人

・印鑑登録証

住民基本台帳
カードの返還

住民基本台帳カー
ドを持っている人

・住民基本台帳カー
ド

市民国保課
（第１庁舎２階）

０９２－９４２－１１２３

死亡届提
出後
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